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今
年
も
西
洋
法
制
史
分
野
で
は
数
多
く
の

知
的
成
泉
が
生
み
出
さ
れ
た
。
「
法
」
自
体

の
あ
り
方
を
探
求
す
る
も
の
か
ら
現
持
法
制

の
成
り
立
ち
を
撹
野
の
前
景
に
入
れ
た
も
の

ま
で
、
多
様
な
ス
タ
ン
ス
に
立
ち
な
が
ら
、

大
家
か
ら
若
手
ま
で
多
彩
な
担
い
手
の
作
品

が
役
に
関
わ
れ
た
。
学
界
、
と
り
わ
け
蒸
礎

的
分
野
に
吹
き
つ
け
る
逆
風
が
強
さ
を
増
す

な
か
で
、
心
強
い
成
果
と
考
え
る
。
本
分
野

を
担
、
つ
若
い
研
究
者
が
育
つ
一
方
で
、
今
年

一
O
R月
に
林
毅
先
生
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た

の
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。

法
制
史
学
会
で
は
、
第
五
九
回
総
会
(
本

年
四
月
二
一

1
二
二
日
口
大
阪
市
立
大
学
)

が
徹
朗
報
告
形
式
で
開
聞
か
れ
、
西
洋
分
野
で

は
一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
法
、
一
八

・
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
法
学
、
一
四
世
紀
ド
イ

ツ
の
国
王
裁
判
権
・
紛
争
解
決
と
、
対
象
時

期
・
地
域
・
テ

l
マ
と
も
に
多
様
性
に
富
ん

だ
論
題
で
活
発
な
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ

た
。
ま
た
、
(
斡
国
か
ら
の
ゲ
ス
ト
と
並
ん

で
〉
ド
イ
ツ
か
ら
研
究
者
を
招
き
、
一
七

i

一
九
世
紀
の
会
社
制
度
を
め
ぐ
っ
て
議
論
と

国
際
交
流
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
一
年

間
、
東
京
・
中
部
・
近
畿
の
一
二
部
会
で
も
報

告
と
討
論
が
展
開
さ
れ
た
。
今
日
で
は
、
こ

れ
ら
の
活
動
記
録
が
各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と

と
も
に
関
学
会
ホ
ー
ム
ぺ
!
ジ
上
で
関
覧
可

能
と
な
っ
て
い
る
。

次
い
で
、
公
刊
成
果
に
移
る
。
こ
こ
で

は
、
昨
年
一
一
月
院
す
か
ら
本
年
一

O
丹
号
ま

で
の
法
律
時
報
文
献
月
報
に
収
め
ら
れ
た
作

品
を
中
心
に
対
象
の
収
集
に
あ
た
っ
た
が
、

自
の
及
ば
な
か
っ
た
業
績
が
あ
る
か
も
知
れ

ニ
O
O
七

林

智

良

阪
上
員
千
子

的
場
か
お
り

沢
閏
裕
治

な
い
。
ま
た
、
紙
憾
の
厳
格
な
制
限
ゆ
え
に

割
愛
を
余
儀
な
く
、
さ
れ
た
作
品
も
多
く
、
取

り
上
げ
た
業
績
へ
の
コ
メ
ン
ト
が
簡
潔
な
も

の
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
併
せ
て
あ
ら
か
じ
め

ご
海
容
を
乞
う
。
今
年
は
と
り
わ
け
論
文
集

が
多
数
得
ら
れ
た
、
が
、
限
ら
れ
た
も
の
し
か

そ
の
収
録
作
品
を
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
は
残
念
で
あ
る
。

時
代
・
地
域
を
横
断
す
る
論
文
集
と
し

て
、
ま
ず
昨
年
言
及
し
た
河
内
宏
他
編
河
市

民
法
学
の
歴
史
的
・
思
想
的
展
開
i

i原
島

重
義
先
生
傘
寿
』
(
信
山
社
)
(
以
下
、
三
原

島
傘
寿
ι
と
略
)
が
あ
る
。
次
い
で
、
京
中

俊
雄
先
生
の
八

O
歳
誕
生
日
を
祝
う
林
信
夫

H
佐
藤
岩
夫
編
吋
法
の
生
成
と
民
法
の
体
系

1
1
1
然
償
行
為
論
・
法
過
程
論
・
民
法
体
系

論
L

(

創
文
社
)
(
以
下
、
司
生
成
』
と
略
)

が
、
実
定
法
学
・
基
礎
法
学
を
専
攻
す
る
多

彩
な
寄
稿
者
合
広
く
集
め
て
公
刊
さ
れ
、
開

は
無
償
行
為
論
際
連
の
も
の
を
中
心
に

西
洋
法
制
史
各
分
野
の
論
考
が
多
数
含
ま
れ

て
い
る
。
津
野
義
堂
一
編
司
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の

法
理
L

(

国
際
書
院
)
(
以
下
、
吋
コ
ン
セ
ン

サ
ス
L

と
略
)
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
共
通

主
題
と
し
て
古
典
期
ロ
ー
マ
法
か
ら
キ
ケ
ロ

!
の
レ
ト
リ
ッ
ク
論
、
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ

法
学
、
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
、
へ

i
ゲ
ル
法
哲

に
至
る
諸
分
野
の
論
者
J

を
編
ん
だ
研
究
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笹
倉
秀
夫
吋
法
思
想
史
講
義
上
』
(
東
京

大
学
出
版
会
〉
は
、
古
典
古
代
か
ら
近
代
に

至
る
西
洋
法
思
想
を
筆
者
一
人
の
史
観
か
ら

通
綴
し
よ
う
と
す
る
教
科
書
の
前
編
で
あ

り
、
問
洋
法
制
出
入
学
に
と
っ
て
も
示
唆
に
富

む
。
ア
ル
ト
ゥ

i
ル
・
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
著
/

小
野
木
常
日
中
野
貞
一
郎
一
端
訳
吋
民
事
訴
訟

法
概
史
』
(
信
山
社
〉
が
新
た
な
校
訂
を
経

て
公
刊
さ
れ
た
。
問
問
者
は
一
九
世
紀
末
に
脅

か
れ
た
古
典
で
あ
り
、
そ
の
後
の
新
史
料
発

見
や
学
説
展
開
を
仮
に
考
慮
す
る
と
し
て

も
、
ヨ

i
ロ
ッ
パ
全
体
に
お
け
る
民
事
訴
訟

の
展
開
に
貴
重
な
視
躍
を
今
日
な
お
与
え
て

く
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
江
頭
大
殿
コ
ア
ユ

ル
ケ

i
ム
と
歴
史
的
方
法
i
iー
そ
の
理
論
構

成
に
お
け
る
位
置
づ
け
」
(
広
法
一
一
一

0
・
二
〉

は
デ
ユ
ル
ケ
!
ム
に
お
け
る
讃
史
学
方
法
論

と
社
会
学
方
法
論
の
相
互
連
関
を
論
じ
て
刑

詔
進
化
論
に
言
及
す
る
論
説
。



ヨ
i
Q
ッ
パ
大
陸

古
代

ギ
リ
シ
ア
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
成
果
が

得
ら
れ
た
。
翻
訳
書
で
あ
る
デ
ブ
ラ
・
ハ
メ

主
義
/
藤
川
芳
朗
訳
コ
訴
え
ら
れ
た
遊
女
ネ

ア
イ
ラ
i
i
i
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ス
キ
ャ
ン
、
ダ

ラ
ス
な
裁
判
騒
動
恥
(
草
思
社
)
は
、
一
般

読
者
向
け
の
標
題
な
が
ら
、
西
洋
古
典
学
者

で
あ
る
原
著
者
の
記
述
に
よ
り
訴
訟
社
会
ア

テ
i
ナ
イ
の
実
相
を
生
き
生
き
と
伝
え
る

(
後
掲
伊
藤
論
文
で
も
「
ネ
ア
イ
一
ブ
弾
劾
」

は
、
社
会
史
研
究
の
二
五
障
と
し
て
言
及
が

あ
る
)
。
論
説
と
し
て
、
伊
藤
貞
夫
「
古
代

ギ
リ
シ
ア
史
研
究
と
奴
隷
制
一
(
法
制
史
研

究
五
五
)
は
、
学
会
動
向
を
冠
し
な
が
ら
最

新
の
成
果
に
至
る
ま
で
膨
大
な
史
料
と
研
究

築
総
を
惇
捜
し
、
標
記
の
問
題
に
パ
ノ
ラ
ミ

ツ
ク
な
視
座
と
方
向
一
性
合
与
え
る
。
具
体
的

に
は
金
石
文
と
し
て
発
見
さ
れ
た
前
五
世
紀

都
市
国
家
ゴ
ル
チ
ユ
ン
の
「
法
典
」
を
素
材

に
奴
隷
概
念
の
得
検
討
を
行
い
、
あ
わ
せ
て

フ
ィ
ン
リ

i
説
の
評
価
を
行
う
も
の
で
、
日

本
と
の
比
較
と
い
う
観
点
の
提
示
も
含
め
て

大
変
有
益
と
考
え
る
。
葛
西
康
徳
「
パ
ブ
リ

ッ
ク
を
終
え
る
i
j
z
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
場

・
四
)
は
、
紛
争
に
際
し

L'-
口

て
、
向
か
い
合
う
当
事
者
の
背
後
に
(
時
に

沈
黙
し
つ
つ
)
存
在
す
る
「
第
三
者
」
の
あ

り
方
を
通
じ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る

「
パ
ブ
リ
ッ
ク
(
公
共
、
公
共
性
ど
の
問
題

を
考
察
す
る
。
素
材
と
し
て
は
法
廷
弁
論
に

お
け
る
第
三
者
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る

合
唱
隊
が
選
ば
れ
、
ホ
メ

l
ロ
ス
を
援
用
し

つ
つ
寸
沈
黙
L

と
「
忘
却
」
の
伝
承
と
積
穣

的
意
義
が
論
じ
ら
れ
る
。
古
山
正
人
「
西
洋

古
代
に
お
け
る
の

R
R
吋
与

Uz--j概
観

と
訴
訟
・
政
争
呪
誼
」
〈
閤
向
学
説
雑
誌
一

O

七
・
一
一
〉
は
、
主
に
ギ
リ
シ
ア
を
対
象
と
し

て
標
記
の
開
題
を
扱
い
、
訴
訟
当
持
者
の
心

伎
と
い
う
新
し
い
問
題
領
域
の
可
能
性
を
提

示
す
る
。
ま
た
、
法
思
想
史
分
野
の
成
果
と

し
て
、
松
島
裕
一
「
ド
グ
マ
|
テ
ィ
ク
概
念

の
成
立
i
i
i
M
-
ヘ
ル
ベ
ル
ガ

i
の
研
究
を

手
が
か
り
に

ωω
究
」
(
版
法
五
六
・
四
!

五
〉
は
、
法
教
義
学
概
念
の
淵
源
を
探
求
す

る
と
い
う
問
問
題
意
識
か
ら
古
典
古
代
に
お
け

る
ド
グ
マ
概
念
の
萌
芽
を
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
祭

典
・
プ
ラ
ト
ン
か
ら
立
子
説
設
纂
h

・
ク
イ

ー
ン
テ
ィ
リ
ア
|
ヌ
ス
に
至
る
ま
で
通
賢

し
、
寸
法
学
と
医
学
の
親
縁
性
L

と
い
う
西

洋
法
制
史
学
に
も
有
益
な
視
点
を
与
え
る
。

ロ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
翻
訳
書
と
し

て
ゲ
オ
ル
ク
・
ク
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
ク
著
/
瀧

浮
栄
治
訳
守
口
|
マ
物
権
法
講
義
』
(
大
学

教
育
出
版
〉
が
出
た
。
先
に
出
版
さ
れ
定
評

の
あ
る
債
権
法
議
義
と
同
じ
く
図
表
を
用
い

て
こ
の
分
野
を
明
快
に
整
理
・
提
示
し
た
好

論
説
と
し
て
は
以
下
の
作
品
を
見
出
し

た
。
経
済
的
な
対
価
関
係
か
ら
は
直
ち
に
説

明
困
難
な
無
償
行
為
を
扱
っ
た
も
の
が
(
中

位
・
近
世
法
学
を
主
に
扱
っ
た
守
生
成
品
所

収
の
田
中
実
論
文
も
含
め
)
散
見
さ
れ
、
一

つ
の
ト
レ
ン
ド
を
感
じ
さ
せ
る
。
悶
徹
「
古

代
ロ

i
マ
に
お
け
る
水
を
め
ぐ
る
関
係
と

}法的

g
口出
O
吋片山口尽
L

(

関
法
五
六
・
一
一
H

一一一〉

は
、
ロ

i
マ
史
と
水
の
関
わ
り
、
さ
ら
に
我

が
罷
と
の
比
較
と
い
う
大
き
な
問
題
意
識
を

背
景
に
、
ひ
と
ま
ず
雨
水
限
止
訴
権
と
訳
さ

れ
る
出
色
。

2
5巾
立
口
三

8
R
n
g門山田巾と、

向
訴
権
の
後
数
当
事
者
へ
の
適
用
如
何
と
い

う
問
題
を
広
い
視
野
か
ら
論
ず
る
。
祭
者
に

は
他
に
「
ロ

l
マ
法
に
お
け
る
重
要
な
事
件

と
重
要
で
な
い
事
件
L

(

関
法
五
六
・
五
日

六
〉
が
あ
る
。
林
信
犬
ミ
勅
法
会
纂
L

に

み
る
贈
与
の
機
能
変
化
」
今
生
成
L

所
収
)

は
、
一
般
に
紀
元
後
六
世
紀
に
債
務
発
生
原

因
と
し
て
独
立
に
法
的
保
護
の
対
象
と
な
っ

た
と
さ
れ
る
贈
与
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
保

護
が
成
立
す
る
時
期
・
形
態
・
要
因
等
々

を
、
贈
与
に
関
わ
る
吋
勅
法
奨
纂
ι
の
悉
皆

検
討
を
通
じ
て
涛
考
察
し
、
(
通
説
よ
り
早

い
〉
「
契
約
L

類
型
へ
の
接
近
と
社
会
的
・

経
済
的
・
政
治
的
機
能
を
論
じ
る
。

は

他

に

第

四

巻

第

一

第
一
七
法
文
に
つ
い
て

i
i贈
与
守
契
約

g口々
R
E
E
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
」
(
論

叢
二
ハ

0
・
一
一
一
計
四
)
が
あ
る
。
芹
叩
滞
情

「
用
益
権
に
関
す
る
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
法
的
判

断
に
つ
い
て
」
(
強
大
四
一
・
一
一
〉
は
、
用

益
権
取
戻
訴
権
の
被
告
適
格
を
、
目
的
物
の

所
有
者
の
み
な
ら
ず
初
め
て
「
占
有
者
L

一

般
に
拡
大
し
て
認
め
た
ユ
|
リ
ア
|
ヌ
ス
の

功
績
と
、
そ
れ
に
先
行
し
て
個
別
に
こ
れ
を

承
役
地
所
有
者
に
認
め
た
学
説
と
を
、
法
文

解
釈
の
ア
ポ
リ
ア
に
向
き
合
い
つ
つ
現
代
の

学
説
史
を
明
快
に
整
理
し
て
検
討
す
る
。

上
村
一
則
「
古
典
期
ロ
!
マ
法
に
お
け
る

有
窓
口
土
地
の
売
買
と
解
除
」
令
原
島
傘
寿
L

所
収
)
は
、
人
間
の
健
康
を
害
す
る
有
害
な

土
地
を
翼
っ
た
買
主
の
売
買
契
約
解
除
権
お

よ
び
高
等
按
察
官
告
示
の
射
程
に
つ
き
、
学

説
殺
築
中
の
ウ
ル
ピ
ア

l
ヌ
ス
文
と
勅
法
粂

纂
法
文
の
比
較
検
討
に
基
づ
い
て
検
討
す

る
。
森
光
「
無
償
、
住
居
提
供
の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
の
法
的
拘
束
力
」
令
コ
ン
セ
ン
サ
ス
L

所

収
)
は
、
契
約
類
型
強
制
の
射
程
と
い
う
筆

者
の
錠
来
の
関
心
を
前
に
進
め
て
、
「
ム
汁
論

家
・
教
師
の
報
酬
と
し
て
行
わ
れ
た
無
償
で

の
住
居
提
供
」
を
扱
い
、
我
が
盟
で
も
複
数

の
論
者
が
注
尽
し
て
い
る
パ
|
ピ
ニ
ア

l
ヌ

ス
文
の
事
慨
を
検
討
す
る
。

ロ
ー
マ
出
入
学
か
ら
の
成
果
と
し
て
、
特
に

325一一郎洋法制史



以
下
の
作
品
に
触
れ
た
い
。
南
一
官
官
泰
輔
「
ユ

リ
ア
ヌ
ス
僚
の
意
識
の
な
か
の
ロ

l
マ
皇
帝

像
i
i
i
可
ひ
げ
ぎ
ら
い
L

に
お
け
る
法
律
意

識
の
分
析
を
中
心
に
」
(
西
洋
古
代
史
研
究

六
〉
は
、
皇
帝
自
身
の
著
作
を
根
拠
に
、
法

律
の
守
護
者
で
あ
り
法
律
に
従
属
す
る
存
在

と
し
て
の
皇
帝
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
、
法
制

史
分
野
へ
も
示
唆
宏
与
え
る
。
毛
利
回
削
「
古

代
ロ

l
マ
の
自
己
口
付
巾
也
∞
1
1
1
古
代
の
学
者
が

伝
え
る
定
義
の
解
釈
を
中
心
に
」
(
史
雑
一

一
六
・
一
一
)
は
、
古
代
の
学
者
た
ち
の
見
解

に
加
え
て
ウ
ル
ピ
ア

i
ヌ
ス
文
や
セ
ル
ウ
ィ

ウ
ス
の
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
見
解
な
ど

法
文
史
料
を
駆
使
し
て
、
窓
口
口
付
ザ

2
の
概

念
を
追
究
す
る
。

実
定
法
解
釈
学
に
重
点
を
お
く
と
判
顕
し

た
ロ

l
マ
法
研
究
に
つ
い
て
は
原
則
他
分
野

に
よ
る
が
、
特
に
以
下
の
作
品
を
見
出
し

た
。
遠
藤
歩
「
近
代
的
保
証
概
念
論
序
説

第
一
部
古
典
期
ロ
ー
マ
法

i
i債
務
者
然

資
カ
リ
ス
ク
分
配
法
則
の
比
較
法
的
検
討
L

q
原
島
傘
申
す
所
収
〉
は
、
保
証
制
度
に
関

し
て
ユ
帝
法
、
フ
ラ
ン
ス
古
法
、
ド
イ
ツ
普

通
法
を
視
野
に
入
れ
た
比
較
考
察
を
構
想

し
、
す
で
に
こ
れ
に
つ
い
て
の
持
滅
史
料
翻

訳
笑
績
を
持
つ
筆
者
が
、
ま
ず
出
発
点
と
し

て
古
典
期
ロ

l
マ
法
の
保
証
制
震
を
全
体
と

し
て
考
察
す
る
。
一
二
井
哲
夫
「
ガ
イ
ウ
ス
と

要
件
事
実

i
i法
律
訴
訟
の
時
代
」
(
青
柳

幸
一
編
吋
融
合
す
る
法
律
学
下
』
信
山
社
所

収
)
は
、
現
行
民
事
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事

実
論
か
ら
出
発
し
て
そ
の
淵
源
を
可
法
学
提

要
恥
中
の
法
律
訴
訟
に
求
め
、
こ
れ
を
検
討

す
る
(
こ
こ
で
は
王
政
期
の
訴
訟
の
み
を
対

象
と
す
る
論
旨
か
〉
。
ロ
!
マ
古
典
期
法
学

の
考
察
に
始
ま
っ
た
石
川
博
康
ヨ
契
約
の

本
性
L

の
法
理
論
的

5
悌
」
(
法
協
一
一
一
一
二

.
一
一

1
一
二
鹿
・
五
)
は
、
註
解
学
派
を

経
て
現
代
独
仏
民
法
学
の
議
論
に
進
ん
で
い

る
。
招
勝
外
国
人
研
究
者
の
講
演
記
録
と
し

て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ユ

ト
ウ
ル
ム
/
津
野
義
堂
訳
っ
娼
婦
に
供
与
し

た
物
を
返
還
移
転
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
〈
講
演
ど
(
比
雑
悶

0
・
一
〉
、
コ
ジ
マ

・
メ
ラ
|
/
河
上
正
一
一
訳
「
ド
イ
ツ
お
よ
び

ロ
l
マ
契
約
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
」

(
法
学
七

0
・
五
)
、
タ
モ
・
ワ
リ
ン
ハ
/
西

村
重
雄
訳
「
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
・
ド
ゥ
・
カ

ブ
リ
ア

i
ノ
♂
籾
法
紫
纂
議
義
録

E
(法
政

七
一
一
一
・
一
一
)
、

J
-
H
-
A
-
ロ
キ
ン
/
五

十
君
麻
里
子
訳
「
ギ
リ
シ
ア
語
ハ
読
マ
レ
ザ

ル
ニ
ア
ラ
ズ
?
新
勅
法
一
五
九
号
と
ヴ
ユ
ル

テ
ン
ベ
ル
グ
対
オ
レ
ン
ジ
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
事

件
(
一
五
四
四
年
!
二
ハ
六
六
年
〉
L

(

法
政

七
一
一
一
・
一
一
一
〉
。
ロ

l
マ
法
に
も
関
わ
る
碁
本

的
研
究
文
献
の
邦
訳
と
し
て
、

w
-
w
-
バ

ッ
グ
ラ
ン
ド
引
ア

i
ノ
ル
ド
・

D
・
マ
ッ
ク

ネ
ア
|
著
/
民
間
芳
憲
H
刊
紙
回
三
千
穂
H
北

井
辰
弥
日
日
森
光
訳
「
ロ

l
マ
法
と
コ
モ
ン
・

ロ

l
i
i
一
つ
の
概
説
的
な
比
較
と
し
て

ω」
(
比
雑
四

0
・
一
一
)
が
順
識
に
継
続
中
。

ビ
ュ

l
ロ
l
著
/
問
徹
訳
「
訴
訟
抗
弁
論
と

訴
訟
要
件
・
第
六
章
第
二
節
制
」
(
関
法
五

七
・
一
)
は
、
〈
お
そ
ら
く
翻
訳
者
に
よ
る

前
掲
論
文
と
関
連
し
て
)
先
決
の
命
令
と
先

決
の
抗
弁
を
扱
う
。
ロ

i
マ
法
史
料
邦
訳
と

し
て
以
下
の
も
の
が
得
ら
れ
た
。
テ
オ
ド
シ

ウ
ス
法
典
研
究
会
「
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典

附
」
〈
法
政
史
学
六
六
)
は
、
紀
元
後
一
一
一
二

七
年
四
月
j
一
ニ
二
九
年
一
一
月
の
法
文
に
及

び
、
順
識
に
継
続
中
。
瀧
浮
栄
治
一
学
説
会

纂
第
十
四
巻
邦
訳
L

(

神
一
戸
五
六
・
一
〉
は
、

船
主
訴
権
や
マ
ケ
ド

i
元
老
院
議
決
他
を
扱

っ
た
陪
史
料
の
本
邦
初
訳
。

(
は
や
し
・
と
も
よ
し

大
阪
大
学
数
授
)
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